
 

 

★個人懇談（１２月８日～１２日）を行います！ 

個人懇談に関しては、各学年のお便りや担任と連絡を取っていただく

等、日程調整をしていただいていると思います。ご協力ありがとうござ

いました。せっかくの機会ですので、本年度のお子様の学習状況やご家

庭での様子など、担任と情報共有していただき、今後のご指導・ご支援

に生かしていただいたらと思います。 

★12 月５日(金)ＪＲ九州の出前授業を行います！ 

  １・２年生では、5 校時にＪＲ九州の出前授業を実施します。車の形

をした小型ロボットを子ども達のプログラミングによって操作させる

ような活動です。ＪＲ九州によるプログラミングの授業は、今回、初め

てです。関心をおもちの保護者の皆様、生活科室と多目的ホールで行う

予定ですので、ご参観ください。 

★12 月 12 日（金）東京證券取引所オンライン出前授業です！ 

  ５年生で、5・6 校時に東京証券取引所のオンラインで出前授業を実

施します。株式会社の仕組みなどの説明を聞いた後、「ブルサ」という株

のボードゲームを行います。関心をおもちの保護者の皆様、５年生教室

で行いますので、ご参観ください。 

■下校時刻についてのお知らせ■～ご確認ください。～ 

12 月６日（土）11:50  １月 8 日（木）11:30 

        13 日（土）11:50    10 日（土）11:50 

        20 日（土）11:50    24 日（土）11:50 

        24 日（水）11:30    31 日（土）11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 行 事 予 定 １月 行 事 予 定

１ 月 委員会活動 １ 木 冬休み 

２ 火  ２ 金  

３ 水  ３ 土  

４ 木  ４ 日  

５ 金 JR九州出前授業1･2年 ５ 月  

６ 土 本校合格者説明会 ６ 火  

７ 日  ７ 水  

８ 月 個人懇談(～12 日) ８ 木 全校朝会 

９ 火 お弁当の日 ９ 金 知のオリンピック 1～5 年 

10 水  10 土  

11 木  11 日  

12 金 東京証券取引所出前授業 5 年 12 月 成人の日 

13 土 本校年中向け入試体験会 13 火 お弁当の日 

14 日  14 水  

15 月  15 木 実力テスト 1～5 年 

16 火  16 金  

17 水  17 土 休日 

18 木  18 日  

19 金  19 月 委員会活動 

20 土 クラブ活動 20 火  

21 日  21 水  

22 月  22 木  

23 火  23 金 雪印出前授業 1～4 年 

24 水 全校朝会(11：30 下校) 24 土 クラブ活動 

25 木 冬休み 25 日  

26 金  26 月  

27 土  27 火  

28 日  28 水  

29 月  29 木  

30 火  30 金  

31 水  31 土 漢字検定 

 

『みんなの教科書』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月配信→「1 年 生活科 秋をみつけよう どんぐり拾い」「4 年理科 いろいろな形の月」「1 年国語 くじらぐも」「Ｒ

7 全校遠足」「2 年情報 タイピング」「5 年音楽 発表会に向けて」「2 年体育 鉄棒」「3 年算数 重さ」「2 年 生活科 い

もほり」「11 月 クラブ活動（ものづくりクラブ、科学クラブ）」「1 年算数 どちらがひろい」「赤い 

羽根共同募金」「Ｒ7 芸術鑑賞会」「1 年 週テスト＆掲示紹介」「6 年 入試対策国語」等々 

 まだ視聴されてない方は本校 HP へ Go(^^♪ 

2 年体育 鉄棒 

Ｒ7 全校遠足 

◆教科書は買っていた 

毎年四月になると、全国の小中学校では児童・生徒に新しい教科書が配布

されています。現在では、義務教育で使用する教科書は無償で配布されてい

ますが、１９６０（昭和３５）年頃までは、現在と異なって各個人で教科書

を買っていました。 

当時は、教育費負担が大きく、 

経済的に苦しく、子どもたちが 

学校に行けない状況も多く見ら 

れました。さらに、子どもの数 

が今と比べて多かったため、家 

庭では教科書をそろえるだけで 

も大きな出費になっていました。 

そのため、教科書を購入できず 

に学校に行くことさえままならず、十分な教育を受けさせることができない

家庭が少なくなかったのです。 

◆教科書無償化運動の広がり 

 １９３５年に高知市に設立された「自彊館」に、子どもたちに十分な教育

を受けさせたいという思いをもつ保護者や学校関係者たちが結集して「義務

教育はこれを無償とする」（憲法２６条）を根拠に、教科書無償の運動が始

まりました。やがて、この運動は全国に広がり、全ての人の教育を受ける権

利を保障するものとして、１９６２年に教科書無償の法律ができました。 

 現在、中学一年生には１５冊の教科書が配られ、一人あたり１８０００円

ほどかかり、全国では昨年度、約３７億円の税金が使われています。 

 このように、教科書無償化運動の成果として、児童・生徒の「教育を受け

る権利」が当然のように施策となって位置づいているのです。 

◆未来につなげる教育の充実のために 

 これからの社会を担っていく子どもたちの教育環境を改善していく取り組

みは、人権問題を解決し、子どもたちの学ぶ権利を保障していく上でとても

重要です。子どもたちの責任でない経済面や不合理な理由によって、学ぶ機

会が失われてはなりません。これからも、幸せで豊かな学びができるよう見

守っていきましょう。 

1 年算数 どちらがひろい 

Ｒ7 芸術鑑賞会 

 


